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Ⅰ 金融検査マニュアル 
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金融検査と検査マニュアル 
国内の動き 

a. 1997年 金融検査官に対する接待汚職の発覚 

b. 1998年 大蔵省解体（金融監督庁の発足） 

c. 1999年 金融検査マニュアルの策定 

海外の動き 
a. COSOレポート（1992年） 

b. 大和銀行事件（1995年発覚） 

c. バーゼル銀行監督委員会「銀行組織における内部管理
体制のフレームワーク」（1998年） 

その後の動き 
a. 2007年 ベター・レギュレーション 

b. 2007年 金融検査マニュアルの大幅改定 

c. 2014年 検査と監督の融合（金融モニタリング） 
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Ⅱ 体制（体勢）検査の着眼点 
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体制（態勢）整備・機能発揮 

  

   組織Ａ     組織Ｂ     組織Ｃ 
内部統制システムなし 仕組みはあるが動かない 機能が発揮できる 

 

  

 
  事後点検型の管理態勢の罠  → フォワード・ルッキングの重要性  
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Internal Control - COSO ERM 2004 

  COSO: Committee of Sponsoring             
Organizations of Treadwey Commission 

1992  

  Internal Control – Integrated Framework 

2004 

  Enterprise Risk Management  

  – New Governance Model 
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Internal Control- COSO ERM 2004  
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Complianceの意義 

「社会的要請（法令はその代表であるが、それ
にとどまらず業界の自主ルールや社内規則
あるいは倫理規範などを含む）を遵守できる
ような体制を構築し、その機能を発揮させる
ことによって、リーガル・リスク（訴訟リスク
等）やレピュテーション・リスク（評判リスク）
を未然に防止するための不断の努力であ
る。」 
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コーヒーカップ（遊具）と内部統制 

「川下から川上へＰＤＣＡを回す」 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Kahvikupit_Linnanm%C3%A4ki_Helsinki.JPG
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経営陣よる態勢整備① 

• 法令等遵守方針の策定 

• 法令等遵守規程の整備 

• コンプライアンス統括部門の態勢整備 

–独立性 

–専門性 

• 事業部門・営業店における法令等遵守態勢 

–研修等を通じて方針・規程等の周知徹底 

– コンプライアンス担当者（各部門、各営業店ごと） 

– コンプライアンス・オフィサー（海外拠点等） 
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経営陣による態勢整備② 

コンプライアンス・マニュアル 
  想定されるあらゆる事態について、 

   対処方法や報告体制が書かれているか 

コンプライアンス・プログラム 

   会社の置かれている状況にふさわしい個性 

   的なプログラムが組まれているか 

情報伝達 

・取締役会への報告態勢 

・監査役への報告態勢 
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経営陣による体制整備③ 

• 内部監査の活用 

–内部監査実施要領、内部監査計画の策定命令と
承認 

 

• 評価・改善活動 

–必要に応じて外部調査委員会の活用 

   

20150514 S.NOMURA 



13 

コンプライアンス環境が重要 

経営者のメッセージは伝わっているか 

「社風」に問題はないか 

「組織の官僚化」「制度疲労」は蔓延していな
いか 

都合の良い解釈はまかり通っていないか 

「人」による支配に陥っていないか 
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管理者による態勢整備① 

• 法令等遵守規程の内容 

  →リーガル・チェック等に関する定め 

 

 「リーガル・チェック等とは、コンプライアンス・チェック
を含み、例えば、法務担当者、法務担当部署、コン
プライアンス担当者、コンプライアンス統括部門又
は社内外の弁護士等の専門家により内部規程の一
貫性・整合性や、取引及び業務の適法性について
法的側面から検証することをいう。」 
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管理者による態勢整備② 

• コンプライアンス情報の収集 

–ヘルプライン等の活用 

 

• 法令等違反行為処理態勢 

 

• 研修・指導態勢 

 

• 顧客サポート等管理責任者との連携 
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コンプライアンス統括部門の役割 

• コンプライアンス・プログラムの実施 

 

• 情報収集 

 

• 法令等遵守状況のモニタリング 

 

• 法令等違反行為に対する対処 

 

• 顧客サポート等管理責任者との連携 
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Ⅲ 金融検査の進化 
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ベター・レギュレーションの４つの柱 
• 第一の柱：ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な    

         組合せ 

• 第二の柱 ： 優先課題への効果的対応（リスク・フォーカス、フォワード・ 
         ルッキングなアプローチ） 
• 第三の柱 ： 金融機関の自助努力尊重と金融機関へのインセンティブの 

         重視 
         －金融検査評定制度 

         －地域密着型金融 

• 第四の柱 ： 行政対応の透明性・予測可能性の向上 
         －検査マニュアル 

         －監督指針 

         －各事務年度の検査方針、監督方針の公表 

         －行政処分の基準の公表 

         －ノーアクションレター制度の改善 

         －ルールの解釈等についてのＱ＆Aの掲載 
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ベター・レギュレーションの５つの具体策 

①  金融機関等との対話の充実 

 

②  情報発信の強化 

 

③  海外当局との連携強化 

 

④  調査機能の強化による市場動向の的確な把握 

 

⑤  職員の資質向上 

20150514 S.NOMURA 19 
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プリンシプルの機能 
• ルールの隙間を塞ぐ 
   →自主規制への期待 

   →「公益」「公序」「善管注意義務」「忠実義務」などにプリンシプルを盛り込む 

      ＊「飛ばし」目的の債権の流動化スキームの推奨→「公益を害する行為」 
      ＊J－REITに組み込む対象不動産のDD不足→善管注意義務違反 

 

• ルールの趣旨の明確化 
   →透明性・予測可能性の向上 

   →ルールに対する過剰反応の防止 

 

• ルールの過剰を抑制 
   →規制影響評価（Regulatory Impact Analysis) 

             2007年10月から導入（金融庁・競争力強化プランでも言及） 
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金融検査・監督の最新動向 
• 変わる金融検査・監督 

– 検査と監督の融合： オンサイト + 水平的レビュー 

– テーマを絞った検査 

– ビジネスモデルや収益性に着目 

– 経営管理態勢への関心度の高まり 

– ＰＤＣＡサイクルの重視 

• 不正への厳しい対応 

– 反社会的勢力 

– 不公正ファイナンス 

• コーポレート・ガバンスへの関心 

• 「コンプラ疲れ」への配慮 
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